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市民委員会認定審査及びまちづくり市民活動支援センターの 

今後について（諮問） 

 

このことについて、都留市市民活動推進条例第１６条第２項の規定に基づき、下

記の事項について諮問します。 

 

 

 

記 

 

 

１．市民委員会認定審査について 

 

（１）申請団体 エコハウスの活用を考える会  代表 吉野かおる 

 

（２）内 容 別紙、市民委員会企画書のとおり 

 

 

２．まちづくり市民活動支援センターの今後について 

 

（１）内 容 別紙、諮問趣旨のとおり 











別紙 

「まちづくり市民活動支援センターの今後について」 

 

諮 問 趣 旨 

 

本市は、市民参加により策定した市民活動推進条例に基づき、平成 15年 7月

にまちづくり市民活動支援センター（以下、「支援センター」という。）を開設し、

各地域協働のまちづくり推進会の立ち上げや事務サポート、市民活動団体相互の

ネットワークづくりなど、支援センターを中核として市民活動の支援に努めてま

いりました。 

この支援センターの運営については、「自分たちのまちは自分たちでつくる」

という考えに沿い、市民が組織する市民活動団体に運営を委ねることが望ましい

との方向性を受け、支援センターでは、これまでも市民活動団体への運営委任に

向けて、担い手育成等に積極的に取り組んできたところであります。しかしなが

ら、これまでの取組においては、支援センターにおける市民活動支援の役割を担

うまでの市民活動団体は現出せず、市が直接運営している現状であり、今後、新

たな展開を図る必要があると認識しております。 

また、平成 21年に策定された自治基本条例により、まちづくりの主体として

位置づけられた都留文科大学との連携・協力については、民間レベルにおいて地

域住民と学生との連携が活発化しているところではありますが、さらなる交流を

促進し、地域課題の解決や地域の活性化につなげていく事が重要であると考えま

す。 

これらを踏まえ、これまで庁内で議論を進める中で、平成 24年 11月 22日企

画会議において、「まちづくり・交流拠点の整備に向けた取組方針」を機関決定

したところであります。これは、文化会館の耐震化及びリニューアルに併せ、支

援センターを文化会館に移転し、これまで文化会館が培ってきた生涯学習機能に

支援センター機能を加えることでまちづくり的な要素を加味し、更に都留文科大

学地域交流研究センターや社会福祉協議会ボランティアセンターのサテライト

的な機能を加えることで、まちづくりに取り組む市民や学生、各団体などの様々

な主体が世代や分野を超えて多様な学びと交流を行えるような施設として機能

を高めることに向け、全庁的に取り組んでいくことを決定したものであります。 

このことは、学びや交流を通し、活力ある新たな市民活動を創出し、支援セン

ター運営の担い手の発掘につながるとともに、都留文科大学との連携強化にも資

するものであると考えます。これらを念頭に、改めて本市における市民活動のさ

らなる発展に向けた支援センターの今後について諮問を行うものであります。 


